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お
知
ら
せ

　

６0
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な

い
場
合
や
、
40
年
の
納
付
済
期

間
が
な
い
た
め
老
齢
基
礎
年
金

を
満
額
受
給
で
き
な
い
場
合
な

ど
で
、
年
金
額
の
増
額
を
希
望

す
る
と
き
は
、
６0
歳
以
降
も
国

民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
対
象
者

　

①�

日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る

６0
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
人

　

②�

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上

げ
請
求
を
し
て
い
な
い
人

　

③�

２0
歳
以
上
６0
歳
未
満
ま
で

の
保
険
料
の
納
付
月
数
が

４
8
０
月（
40
年
）未
満
の

人

　

④�

厚
生
年
金
、
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
な
い
人

　

※�

６５
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加

入
し
て
も
年
金
受
給
資
格

を
満
た
せ
な
い
場
合
は
、

70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

※�

６0
歳
の
誕
生
日
の
前
日
か

ら
受
け
付
け
ま
す
が
、
申

し
出
の
あ
っ
た
月
か
ら
の

加
入
と
な
る
た
め
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
加
入
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん

■�
保
険
料
額　

国
民
年
金
の
保

険
料
は
、
月
額
１
6
，５
９
０

円
（
令
和
4
年
度
）
で
す
。

　

※�

原
則
、
口
座
振
替
と
な
り

ま
す

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・�

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
ま

た
は
年
金
手
帳
な
ど
の
基

礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

　

・�

預
（
貯
）
金
通
帳
と
金
融

機
関
へ
の
届
出
印

　

・�

戸
籍
謄
本
（
６５
歳
以
降
も

任
意
加
入
す
る
人
）

国
民
年
金
の
任
意
加
入
の
お
知
ら
せ

問 
佐
賀
年
金
事
務
所 　
　
　
　
☎
31

−

4
1
9
1

市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係　
☎
75

−

2
1
5
9

窓口負担割合の見直しに関するお知らせ
申・問 佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係　☎64−8476

市⺠生活課 保険年金係　☎75−2159

①新しい保険証を発送します
　見直しに伴い、被保険者全員に対し、新しい保険証
を 9月中に簡易書留で送付します。保険証を受け取っ
たら、記載事項に誤りがないか確認してください。ま
た、有効期限が過ぎた保険証は、市民生活課保険年金
係へ返却するか、裁断などをして確実に廃棄してくだ
さい。
※お持ちの限度額適用認定証は引き続き使用できます

発送時期 保険証の色 有効期限

1 回目 7月
発送済 紫色 令和 4年

9月30日㈮

2 回目 9月中旬 橙
だいだい

色 令和 5年
7月31日㈪

②高額療養費の受取口座を事前に登録してください
　 ２割負担になる人の急激な自己負担額の増加を抑え
るため、 1か月の外来医療の負担増加を3，000円まで
とし、3，000円を超えて支払った分は高額療養費とし
て支給します（10月 1 日からの 3年間）。
　高額療養費を振り込む口座の登録が済んでいない人
には、 9月下旬に申請書を送付します。事前に登録す
ることで、円滑に支給を受けることができますので、
期限内にご提出ください。

■例： 1か月の外来医療費全体が５0,000円の場合

窓口負担割合1割のとき① 　５，000円

窓口負担割合２割のとき② 10，000円

負担増③（②－①） 　５，000円

窓口負担増の上限④ 　3，000円

高額療養費（③－④） 　２，000円

　後期高齢者医療制度の被保険者で、一定以上の所得がある人は、10月 1 日㈯から医療費の窓口負担割合が「 ２割」
になります。


